木曽福島

まちづくり計画

自然と歴史に新しい活力が調和し

夢と幸せあふれるまち

木曽福島地域自治組織
木曽福島地域協議会

はじめに

平成１８年３月２３日、木曽福島地域自治組織は設立されました。

設立以来、さっそく木曽福島地域協議会の立ち上げ、５つの専門部会の設置を行い、木曽町からは地域まちづくり計画の諮問を受け、協議会員や専門部会員の皆さんを中心に、平成１８年度は計画策定を一丸となって行って参りました。

何といっても、お手本のない作業だけに、私たちも会員も暗中模索の中での策定作業でありました。しかし、専門部会の部会員さんや協議会員の皆さんのご尽力、熱意のおかげさまを持ちまして、何とか木曽福島地域まちづくり計画書がこのたびでき上がりました。

この計画は、木曽福島地域が自ら取り組む活動方針や内容等を示すとともに、木曽福島地域の総合的な発展と振興を目指して策定したものであります。また、木曽町総合計画の中においても地域の計画として根幹を占めるものであり、木曽町の行政施策にも大いに反映されていくことを希望するものであります。
平成１９年６月３０日

木曽福島地域自治組織
地域協議会長　樋口　清
■木曽福島地域の概要

【歴史】

　平安時代末期に活躍した、木曽義仲の子孫といわれる木曽氏の城下町として栄え、江戸時代、中山道が整備されると日本四大関所のひとつ「福島関所」が設けられ、木曽代官山村氏の屋敷が置かれ、木曽統治の中心となりました。また宿場町としても発展し本陣・脇本陣が置かれ旅籠や茶店が立ち並ぶなど木曽路の中心地として繁栄しました。

　明治維新後も郡役所や諸官庁・学校が置かれ、木曽地方の政治・経済・文化の拠点となりました。

1873（明治６年、政府からの町村合併の示達により1874（明治７）年11月に福島村と岩郷村が合併し福島村となりました。一方では、上田村と黒川村の合併も行われ、新開村が発足しました。1893（明治26）年５月、福島村は福島町に改称、その後1907（昭和42）年４月になって、福島町と新開村が合併し、木曽福島町が誕生しました。

　1911（明治44）年、中央東線・西線の連絡が完成、中央本線が全通し、中山道から続いての名古屋・東京への交通要所として発展しまた木曽郡の中心として現在に至っています。

今もなお、木曽義仲・巴御前ゆかりの史跡や関所跡・代官屋敷の遺構、また、木曽節･木曽踊り・水無神社のみこしまくり・白山神社の古代神楽をはじめ、中山道を旅した著名人の俳句や美術品など、数多＜の有形･無形の文化財が残されています。また、生活・風土や産業もこうした歴史の上に成り立ってきました。この伝統を次の世代へ引き継いでいくことが私たちの責務です。

· 計画策定の経過と組織

　木曽福島まちづくり計画は、住民が主体となった地域づくりを展開することを目的として、木曽福島地域自治組織が策定を進めてきました。
　地域自治組織には、地域協議会を置き、また、地域協議会に５つの部会を設置してそれぞれ計画策定に当たりました。
「くらしづくり（総務・情報関係）」・「まちづくり（まちづくり・観光関係）」・「ものづくり（産業振興関係）」・「げんきづくり（健康福祉関係）」・「ひとづくり（教育文化関係）」という計画策定の５つの柱により部会を構成し、それぞれの分野において、現状と課題の整理や地域づくりの目標、具体的な事業計画等の検討を進め、分野ごとの計画を策定しました。

そして、各部会の代表者で構成する木曽福島地域協議会において、分野ごとに計画の整理・まとめを行い、「木曽福島まちづくり計画」を策定いたしました。

平成１８年３月２３日
木曽福島地域自治組織設立総会

平成１８年４月　１日
木曽福島地域自治組織の設置届出及び受理




木曽福島地域自治組織代表者へ辞令交付

平成１８年７月１０日
木曽町から地域まちづくり計画の諮問を受ける
	月　日
	活動名
	協議等内容

	4月24日
	第1回地域協議会
	委員への辞令交付・活動計画について

	5月8日
	くらしづくり部会
	構成団体の活動について・事業計画について

	5月11日
	ひとづくり部会
	構成団体の活動について・事業計画について

	5月16日
	まちづくり部会
	構成団体の活動について・事業計画について

	5月17日
	ものづくり部会
	構成団体の活動について・事業計画について

	5月18日
	げんきづくり部会
	構成団体の活動について・事業計画について

	5月22日
	第2回地域協議会
	各部会の報告・予算要望について

	7月25日
	第3回地域協議会
	各部会の経過報告・地域まちづくり計画について・協議会だより編集委員会について

	10月19日
	正副部会長会議
	各部会の現況について・まちづくり計画策定について・コミュニティ施設について

	11月16日
	第4回地域協議会
	まちづくり計画策定作業について

	11月27日
	くらしづくり部会委員会
	部会の開催について事前協議

	11月29日
	げんきづくり部会委員会
	部会の開催について事前協議

	12月1日
	まちづくり部会
	部会のまちづくり計画について

	12月4日
	ひとづくり部会
	部会のまちづくり計画について

	12月5日
	げんきづくり部会
	部会のまちづくり計画について

	12月6日
	くらしづくり部会
	部会のまちづくり計画について

	12月14日
	ものづくり部会正副会
	部会のまちづくり計画について

	12月21日
	正副部会長会議
	地域まちづくり計画､各部会の報告

	1月23日
	第5回地域協議会
	地域まちづくり計画（案）の確認


■地域全体の振興に向けた方向性等
木曽町まちづくり条例に基づき、住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、行政との協働により、住み良い木曽福島地域を形成していくことを目的とします。

次に掲げる事柄を中心に、木曽福島まちづくり計画を策定します。

（１）健康・福祉活動

　（２）生活環境活動

　（３）環境保全活動

　（４）防災・安全活動

　（５）教育・文化・スポーツ活動

　（６）産業振興活動

　（７）交流活動

　（８）その他目的達成のために必要な事柄

１　くらしづくり（総務・情報）
【テーマ：住民が安心して健全に生活するために】

健全に暮らせること、地域の安全、暮らしの基本、行政との連絡、相談ごと、

生活の安定に関すること、情報の提供、人権に関すること

	
	事　業　名
	事　業　内　容

	１
	行政区及び行政組織の

見直し改善
	1 社会情勢の変動に伴う、人口世帯数の著しい減少により、行政区の組織体制に大きなバラツキが生じ、区によっては円滑な運営が危ぶまれてきている現状から、地域の地形及び運営の利便性を考慮しつつ、将来の自治組織活動に対応ができ得る規模の行政区の形成と、行政区の自治体力の強化に合わせて末端組織の活性化を図るため、行政区の見直し改善を図るものである。
2 公民館活動のような自治組織活動に関連性の高い行政組織についても、組織の一元化と簡素化を図るため、将来的に向けて見直し改善を行うものである。

	２
	道路、歩道の新設･改良の整備促進


	道路は､日常生活に欠かせない基盤となっている。歩行者の安全を考慮した歩道の設置､特に児童の通学路の安全確保のための道路改良､整備の促進を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	３
	中心市街地の駐車場整備　
	市街地の路上駐車をなくし、通行車両の円滑と歩行者の安全確保並びに当地の活性化を図るため駐車場整備促進を行う。

	４
	町内美化運動の実施
	環境美化意識の向上を図りゴミのない町を目指すため､年2回（春･秋）に町内一斉に清掃作業を行う。住民全員が参加することに意義があるのでお互いに声を掛け合いながら実施する。

	５
	男女共同参画への意識の高揚及び実践の促進　　　
	少子高齢化社会を迎え､社会のあらゆる分野への女性の参加･参画が求められ､男女が対等な立場で共に責任を担い､各人の個性や能力を発揮し地域の発展を期す。　　　　　　

	６
	携帯電話の不通箇所の解消　　　　
	携帯電話の普及はすでに生活の一部で､緊急時には欠かすことの出来ない機器であるにも係わらず､山間地の一部では､不通箇所が存在している。この地区の解消のための要請活動を行う。

	
	事　業　名
	事　業　内　容

	７
	地域自主防災組織の編成
	地域住民の生命と財産を守り、安心して暮らせる環境を住民自主により、地震災害・火災・大雨による水害及び交通災害から地域ぐるみで守るため危険箇所の事前調査、防災訓練、避難誘導及び啓発活動を等を主体に、地域自主防災組織の編成をする。

	８
	地域自主防犯組織の編成
	地域から犯罪をなくし、住民が安心して暮らせる環境を、住民自主により、児童の凶悪犯罪や一般犯罪・悪質訪問販売、悪質振込詐欺等の犯罪及び虐待などを地域ぐるみで防止する体制づくりのため、地域自主防犯組織を編成する。


地域住民が自ら実施・協働していく事業

	事業番号
	事　　業　　名
	事業内容・事業主体
	実施時期

	
	
	地　　域
	行　　政
	短期
	中期
	長期

	１
	行政区及び行政組織の

見直し改善
	地域住民の理解と協力により自ら区割り体制作りの編成
	体制作りの支援協力
	〇
	
	

	４
	町内美化運動の実施　　　　　　
	年2回（春･秋）に町内一斉に清掃作業を行う。
	公用車の貸与
ゴミ袋等必要備品等の提供
	○
	
	

	５
	男女共同参画への意識の高揚及び実践の促進
	意識の高揚及び実践の促進
	意識の高揚及び実践の促進
	○
	
	

	６
	携帯電話の不通箇所の解消
	要請活動を行う。
	関係機関への要請
	○
	
	

	７
	地域自主防災組織の編成
	地域住民自ら自主防災組織の体制作りの編成
	防災組織体制づくりの指導・支援協力
	○
	
	

	８
	地域自主防犯組織の編成
	地域住民自ら自主防犯組織の体制作りの編成
	防犯組織体制づくりの指導・支援協力
	○
	
	


行政へ提言していく事業
	事業番号
	事業名
	事業内容
	実施時期

	２
	道路、歩道の新設･改良の整備促進
	歩行者の安全を考慮した歩道の設置､特に児童の通学路の安全確保のための道路改良､整備の促進を図る。　　　　　　
	○
	
	

	３
	中心市街地の駐車場整備　　　　　　　　
	権兵衛トンネルの開通により､観光客の誘致に努める中､駐車場の確保､特に団体客利用の大型バスの駐車場の確保が必要のため促進を図る。
	
	
	○


２　まちづくり（まちづくり・観光）
【テーマ：住みよくて活気があり、豊かでにぎやかな町にするために】

観光、イベント、情報収集、観光ガイド、手作り食マップ等の作成やおもてなし、
ふるさと体験館とのタイアップ、木曽踊り、花いっぱい運動、常設ギャラリー、
スキー場に対する支援

	
	事　業　名
	事　業　内　容

	１
	水無神社祭礼　
	天下の奇祭として知られるみこしまくり､この伝統ある祭礼を継承していくため､多くの住民の参加を呼びかける。

新しいお祭り用の歌を募集して曲を作って、住民の参加を呼びかける。

	２
	木曽踊り　　
	木曽踊り木曽節は木曽谷の自然と素朴な人々の心情を綾なして育ち普及してきた。木曽の象徴であると共に全国的にも格式ある民謡として有名である。後世に継承していかなくてはならない。

	３
	ふるさと祭り（たいまつ祭り）
	8月お盆の行事として､長年行われてきた木曽義仲たいまつ祭りであったが、諸々の事情で休止し､商工会が中心でふるさと祭りを行っているが､歴史上の有名な人物木曽義仲､巴御前を題材にしたお祭りを是非形を変えながら歴史の継承をしていく。

	４
	福島関所まつり
	歴史の継承のため関所祭りが住民の参加でスタートしたが､徐々に参加者が限られてきている。今後はいかに住民の参加で盛り上げていくかを考えていかなくてはならない。

	５
	観光ルート作り
	＊観光資源を活かした観光ルート作りと案内看板の設置をし､観光客へのサービスを図る。

	６
	自然や歴史文化に基づく景観形成
	現在8行政区が景観形成の協定を結んでいる。広げていきたい。

	７
	空家・空き店舗を活用したまちづくり
	特に商店街に空家､空き店舗が目立つ､活用方法を検討しながら利用していく。

	８
	花いっぱい運動の実施
	花壇づくり､また季節に応じた花を住民がこぞって参加し花作りを行う。

	９
	イベントキャラクターの作成
	お年寄りから子供まで親しんでもらえる木曽福島地域を象徴するようなイベントキャラクターの作成。


地域住民が自ら実施・協働していく事業

	事業番号
	事　　業　　名
	事業内容・事業主体
	実施時期

	
	
	地　　域
	行　　政
	短期
	中期
	長期

	１
	水無神社祭礼
	「みこしまくり実行委員会」への参画。住民への参加呼びかけ。
新しいお祭りの歌を募集して曲を作って、住民の参加を呼びかける。
	「みこしまくり実行委員会」への参画。
	○
	
	

	２
	木曽踊り
	木曽踊り保存会への協力。普及活動に努める。
	木曽踊り保存会への協力。
	○
	
	

	３
	ふるさと祭りへの協力と、木曽義仲たいまつ祭り開催の検討
	ふるさと祭りへの協力。

たいまつ祭り開催の検討。
	
	○
	
	

	４
	福島関所まつり
	実行委員会への参画。多くの住民参加呼びかけ
	
	○
	
	

	５
	観光資源を活かした観光ルートづくり


	観光ルートづくり


	案内看板の設置を促進
	〇
	
	

	６
	自然や歴史文化に基づく景観形成　　
	全域に広がるような呼びかけ
	
	〇
	
	

	８
	花いっぱい運動の実施
	花壇づくり､花作りの取組

花づくり協議会を設置し地域全体での花づくり
	
	○
	
	

	９
	イベントキャラクターの作成
	お年寄りから子供まで親しんでもらえる木曽福島地域を象徴するようなイベントキャラクターの作成。
	
	〇
	
	


行政へ提言していく事業

	事業番号
	事業名
	事業内容
	実施時期

	
	
	
	短期
	中期
	長期

	７
	空家・空き店舗を活用したまちづくり
	活用方法の検討と提言
	
	○
	


３　ものづくり（産業振興）
【テーマ：地場産業の開発、伝統工芸の継承、育成】

遊休農地を利用した地場食品や花づくり、異業種交流

	
	事　業　名
	事　業　内　容

	１
	から芋の普及推進
	遊休農地を活用し､から芋の栽培を推進し､主に漬物としての特産品にする。

	２
	そばの普及
	権兵衛トンネルの開通により､そばの需要も増えた。遊休農地を利用しそばの普及に努め､そば粉を利用した郷土食の推進及びそば焼酎等の特産品開発を研究していく。

	３
	ワカサギ養殖・釣り場の推進
	遊休農地等で溜池をつくりワカサギ釣りが出来ないか研究する。

	４
	地鶏の普及
	地鶏を特産品として検討する。

	５
	里山の整備及び有害鳥獣対策
	里山の整備や緩衝帯整備を図りながら、電気牧柵等の推進を行い、有害鳥獣駆除対策を実施。


	６
	先進地への視察研修
	遊休農地や荒廃林地を有効活用している先進地への視察並びに特産品開発のための視察研修の実施。


地域住民が自ら実施・協働していく事業

	事業番号
	事　　業　　名
	事業内容・事業主体
	実施時期

	
	
	地　　域
	行　　政
	短期
	中期
	長期

	１
	から芋の普及推進


	遊休農地を活用し､から芋の栽培を推進し､主に漬物としての特産品化
	
	〇
	
	

	　２
	そばの普及
	遊休農地を利用し、そばの普及に努め､そば粉を利用した郷土食の推進及びそば焼酎等の特産品化
	
	〇
	
	

	３
	ワカサギの養殖・釣り場の推進
	遊休農地で溜池をつくり、ワカサギ釣り実施の研究
	
	〇
	
	

	４
	地鶏の普及
	地鶏を特産品として検討する。
	
	
	〇
	

	５
	里山の整備及び有害鳥獣の駆除
	里山や緩衝帯整備。電気牧柵の設置の推進

駆除対策検討
	補助金拡大の要請
	○
	
	

	６
	先進地への視察研修
	遊休農地を有効活用している先進地への視察並びに特産品開発のための視察研修の実施
	
	○
	
	


４　げんきづくり（健康福祉）
【テーマ：赤ちゃんからお年寄りまで

みんなで助け合い明るく元気で暮らすために】
健康福祉、健康づくり、スポーツ、食生活、介護などの推進
	
	事　業　名
	事　業　内　容

	1
	住民助け合いのシステムの構築
	地域住民がお互いに助け合う､ネットワークのシステムの構築及びセンターの設置。　

ファミリーサポートのシステムの構築への取組

	２
	独居老人安否確認事業（友愛訪問支援）
	独居老人の安否確認事業の一環として、民生児童委員さんを中心に訪問をしていただく。その際にヤクルトを持参し、状況を把握する。

	３
	ほおばの会開催
	一人暮らし老人を対象に､季節の食材を使って郷土食を作り､大勢の地域住民と食育を楽しむ会を開催

	４
	健康散歩コースづくり
	大勢で歩いて楽しい散歩コースの設定。散歩時間の設定と呼びかけ


地域住民が自ら実施・協働していく事業

	事業番号
	事　　業　　名
	事業内容・事業主体
	実施時期

	
	
	地　　域
	行　　政
	短期
	中期
	長期

	１
	住民助け合いのシステムの構築
	地域リストの作成。窓口・センターの設置・システム化
	
	
	○
	

	２
	独居老人安否確認事業（友愛訪問支援）
	一人暮らしのお年寄りのお宅訪問事業・状況把握
	情報提供
	○
	
	

	３
	ほおばの会開催
	一人暮らし老人を対象に､季節の食材を使って郷土食を作り､大勢の地域住民と食育を楽しむ会を開催
	
	○
	
	

	４
	健康散歩コースづくり
	季節も配慮に入れた散歩コースの設定と散歩マップの作成。歩け歩け運動の呼びかけ。
	
	〇
	
	


５　ひとづくり（教育文化）
【テーマ：文化教育を通じて、人と人とのつながりを大切にし、
生涯学習、スポーツの振興のために】

	
	事　業　名
	事　業　内　容

	１
	挨拶運動
	人のつながりの第一歩は､気持ちの良い挨拶から始まる。誰でもがすれ違えば挨拶を交わすまちづくりになるための運動を展開する。各種サークル､団体の活動を通じ周知徹底を図る。標語､ポスターの募集を行い意識の高揚を図る。

	２
	子供の安全対策への取組
	子供達を取り巻く環境の著しい変化に伴い､子供への凶悪犯罪等の発生も他人事ではない時代になり､安全対策が急がれている。地域ぐるみで、危険箇所の見直しや､地域住民が子供を見守る意識を高める。

	３
	小中学生を対象とする各種体験学習の開催
	地元の伝統工芸､郷土食などを中心に体験。

	４
	郷土を愛する心を育てる社会見学の開催
	地元の特色のある題材、企業等を見学する。

	５
	ふれあいの集いの開催
	お年寄りと子供達との交流を通じて､お年よりの知恵を学ぶ。

	６
	地域の伝統･文化の継承
	地域の伝統､文化を学ぶ会を開催し継承に努める。


地域住民が自ら実施・協働していく事業

	事業番号
	事　　業　　名
	事業内容・事業主体
	実施時期

	
	
	地　　域
	行　　政
	短期
	中期
	長期

	１
	あいさつ運動
	各種サークル､団体の活動を通じ、周知徹底・標語､ポスターの募集
	
	○
	
	

	２
	子供の安全対策への取組
	地域ぐるみでの危険箇所の見直し・地域住民が子供を見守る意識の高揚促進
	
	
	○
	

	３
	小中学生を対象とした各種体験学習の開催
	地元の伝統工芸､郷土食などを中心に体験事業の開催
	学校・公民館との連絡調整
	
	○
	

	４
	郷土を愛する心を育てる社会見学の開催
	地域の題材、地元企業等見学
	学校・公民館との連絡調整
	
	○
	

	５
	ふれあいの集いの開催
	お年寄りと子供達との交流を通じて､お年寄りの知恵を学ぶ機会を創出
	学校・公民館との連絡調整
	
	○
	

	６
	地域の伝統・文化の継承
	地域の伝統､文化を学ぶ会を開催・継承
	
	
	○
	


行政へ提言していく事業

	事業番号
	事業名
	事業内容
	実施時期

	
	
	
	短期
	中期
	長期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· 策定委員（木曽福島地域協議会）名簿

	役　 　　　職
	氏　　　　　名
	所　　　　　属

	会　 　　　長
	樋　口　　　清
	　

	副　 会 　長
	亀　子　昭　弘
	くらしづくり部会

	副　 会 　長
	山　下　親　男
	まちづくり部会

	副　 会 　長
	川　合　清　志
	ものづくり部会

	副　 会 　長
	甲　斐　美　子
	げんきづくり部会

	副　 会 　長
	桜　井　成　行
	ひとづくり部会

	委　　　　 員
	黒田仁左衛門
	くらしづくり部会

	委　　　　 員
	加　藤　ゆみ子
	くらしづくり部会

	委　　　　 員
	春　日　正　志
	くらしづくり部会

	委　　　　 員
	重　野　信　孝
	まちづくり部会

	委　　　　 員
	加　藤　晋　悟
	まちづくり部会

	委　　　　 員
	古　畑　一　夫
	まちづくり部会

	委　　　　 員
	青　山　秀　夫
	まちづくり部会

	委　　　　 員
	上　田　憲　男
	まちづくり部会

	委　　　　 員
	酒　井　桂　介
	ものづくり部会

	委　　　　 員
	池　田　敏　生
	ものづくり部会

	委　　　　 員
	村　井　克　彦
	ものづくり部会

	委　　　　 員
	田　中　倶　子
	ものづくり部会

	委　　　　 員
	元　島　洋　平
	げんきづくり部会

	委　　　　 員
	中　島　伸　治
	げんきづくり部会

	委　　　　 員
	植　原　延　夫
	ひとづくり部会

	委　　　　 員
	越　　　秀　子
	ひとづくり部会

	委　　　　 員
	林　　　好　子
	ひとづくり部会

	事務局長
	古 幡　勝 彦
	木曽福島支所長


【部会】

· くらしづくり部会

一般公募委員・区長会・町政懇話会・行政相談員・交通安全協会・消防団・

男女共同参画推進会議・人権擁護委員・環境保全組合・消費者の会・遺族会

· まちづくり部会

一般公募委員・老人クラブ連合会・まちづくり木曽福島・

ＮＰＯふるさと交流木曽・黒川ふるさとづくり推進協議会・

景観形成まちづくり連絡協議会・観光協会・商工会・上町商栄会・本町発展会・
八沢共栄会・駅前発展会・中島発展会・木曽踊り保存会・川遊び若衆・

よさこい福島・木曽清流太鼓・四季の会・大手町あずまや会・

ラフティングクラブ

· ものづくり部会

一般公募委員・農業委員会・林業振興会・猟友会・木曽川漁協・旅館組合・

菓子組合・ＪＡ農協・中部電力株式会社・ミクロ技術研究所・

おんたけ交通株式会社・稲作利用組合・七笑酒造株式会社・中善酒造株式会社

木曽福島駅

· げんきづくり部会

一般公募委員・民生児童委員会・木曽福島地区保健補導委員会・

食生活改善推進協議会・社会福祉協議会・身障者福祉協会・手をつなぐ親の会・

母子寡婦福祉会・学童クラブ・朗読の会・点字サークルささゆり・

木曽手話サークル・ざくろの会・虹の会・イチゴの会

· ひとづくり部会

一般公募委員・公民館分館・体育協会・ジュニアスポーツ連盟・

駅前交番連絡協議会・公民館サークル

木曽福島地域自治組織規約

第１章　総則
　（目的）
第１条　この規約は、木曽町まちづくり条例に基づき、住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、行政との協働により住み良い木曽福島地域を形成していくことを目的とする。

　（名称）

第２条　この会を木曽福島地域自治組織（以下「組織」という）と称する。

　（事務所の位置）

第３条　組織の事務処理を行うため、事務局を次の場所に置く。

　　木曽町福島５１２９番地　　（木曽町木曽福島支所内）

　（活動の範囲）

第４条　組織の活動範囲は木曽福島地域内とする。ただし、他の自治組織と連携して活動する場合はこの限りではない。

　（地域まちづくり計画）

第５条　組織は第１条の目的を達成するため次に掲げる事柄を中心に地域まちづくり計画の策定に努める。

（１）健康・福祉活動

　（２）生活環境活動

　（３）環境保全活動

　（４）防災・安全活動

　（５）教育・文化・スポーツ活動

　（６）産業振興活動

　（７）交流活動

　（８）その他目的達成のために必要な事柄

第２章　組織
　（会員）

第６条　組織の会員は次に掲げるとおりとする。

　（１）木曽福島地域に住所を有する者

　（２）木曽福島地域に住所地を置く事業所

　（３）木曽福島地域の住民で活動する自治会、団体

　（４）その他会長が必要と認める者

　（代表者）

第７条　組織には代表者を置く。

２　代表者は地域協議会において選出し、住民集会で同意を得る。

３　代表者は、住民集会で同意を得た後、町長からの任命を受ける。

　（住民集会）

第８条　組織に代議員からなる住民集会（以下「集会」という）を置く。

２　集会の代議員は、各行政区からの選出による。

３　代議員数は、各区均等割及び人口割により定める。

４　集会の開催等は、地域協議会において決定する。　

５　集会は、代表者の承認及び協議会の決定事項について同意をすると共に、協議会へ広く意見要望等を行うことができる。　

　（地域協議会）

第９条　組織全体の運営に当たる木曽福島地域協議会（以下「協議会」という）を設置する。

２　協議会は、必要に応じ住民集会で決定事項等を報告しなければならない。

３　協議会は、必要に応じ有識者等の意見を求めることができる。

　（委員）

第10条　協議会の委員構成は、各部会の代表委員及び公募住民による。

　（役員）

第11条　協議会の役員は次のとおりとする。

　　　　会　長　　　１名

　　　　副会長　　若干名

　　　　監　事　　　２名

　　　　事務局長　　１名

２　会長は、組織の代表者とし、協議会を代表し会務を総括する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

４　監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査する。

５　事務局長は、木曽福島支所長とし、協議会事務を総括する。

　（委員・役員の任期）

第12条　前条の委員及び役員の任期は原則２年とする。ただし再任は妨げない。

２　補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（部会）

第13条　協議会に次の部会を置き、必要に応じて部長が招集する。

　　（１）くらしづくり部会（総務、情報関係）

　　（２）まちづくり部会（まちづくり、観光関係）

　　（３）ものづくり部会（産業振興関係）

　　（４）げんきづくり部会（健康福祉関係）

　　（５）ひとづくり部会（教育文化関係）

２　部会の部員は、木曽福島地域内の各団体から選任した者、及び住民より構成する。

３　部会には、部長、副部長を置く。

４　部長及び副部長は、部員の中から選出する。

５　部長は、部会を代表し会務を総括する。

６　副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。

７　部長は、必要があるときは、協議会の同意を得て、有識者等を部員とすることができる。

８　部長は、必要があるときは、部員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

　（顧問）

第14条　協議会に顧問を置くことができる。

２　顧問は、必要に応じて会長が任命する。

３　顧問は、協議会の運営について会長の諮問に応ずる。

　（事務局）

第15条　組織の事務等は、木曽福島支所で行う。

第３章　財務

　（会計）

第16条　協議会の運営等に要する経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。

２　協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

第４章　その他

　（委任）

第17条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

　　附　則
この規約は、平成１８年　４月　１日から施行する。

■おわりに

平成１８年３月２３日の木曽福島地域自治組織の立ち上げ以来、私たちは計画策定作業におわれる中で、既に実践事業として、ごみゼロ運動や敬老会の開催、ひとり暮らし老人の安否確認事業など、まずは取りかかれるところから具体的な活動も少しずつ展開して参りました。

これからの木曽福島地域は、この地域に生活するすべての地域住民が参画し、夢と希望にあふれた地域づくりに努めていかなければなりません。

私たちは、木曽福島地域の古来からの歴史や文化、風土や地勢を再認識し、そして、この計画の策定により、いよいよ、本格的に木曽福島自治組織の活動がスタートさせていきます。

人間でいうとまだ歩き出したばかりの組織です。運営方法を含め、まだまだ、課題の多いところではありますが、活動の主体となるのは地域住民の皆様お一人お一人です。

木曽福島地域住民の皆さん一丸となって、住みよい地域を形成していきましょう。
平成１９年６月

木曽福島地域自治組織
木曽福島地域協議会
木曽福島地域まちづくり計画策定委員一同






PAGE  
22

